
対象者の保護者から入手すること 

愛知県私立幼稚園授業料等軽減補助金の概要について 
 

１ 補助金対象者について ※対象者の判定方法については、別紙１参照 
 満３歳第三子無料化 

【対象者】 

次の条件をすべて満たす園児 
 

⇒  ・保護者及び園児が愛知県内に居住 
・満 18 歳未満の子が３人以上いる世帯 
・今年度の満３歳入園児のうちの第３子以降児 
・世帯全員の市町村民税所得割額の合計が 211,200 円以下 

(名古屋市の場合は 285,300 円以下)の世帯 

 
     ※子ども･子育て支援新制度に移行した私立幼稚園（施設型給付）及び私立認定こど

も園（幼稚園型･幼保連携型）に在籍する園児については、１号認定子どもに限る。 

 

【申請方法】 

２月の交付申請時に対象園児を記載し、対象者としての要件を満たしていることを確

認できる書類（住民票等）の写しを添付する。 
⇒○ 申請書の記入方法等は、事業実施通知の際に連絡 
○ 上記の「要件を満たしていることを確認できる書類」は、以下の書類を用意して

おくこと。 
・世帯全体分の健康保険証又は住民票など 

・保護者の課税証明書または非課税証明書 

※対象者が子育てのための施設等利用給付及び副食費の補足給付以外に市町村の授業

料等補助金を受けている場合は、その補助額が確認できる書類を併せて提出 
 
２ 様式について 

幼稚園授業料軽減等補助金の申請書の様式は、１２月上旬に郵送又はメール送付する予定 
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令和５年度 私立幼稚園授業料等軽減事業日程 
 

①実 施 通 知（12月上旬） 県→幼稚園等 ・交付申請手続、軽減実施等通知 

   （交付申請用紙配布） 

 

②申 請 準 備 幼稚園等 ・軽減対象者の把握、軽減可能額の算出 

  ・満３歳児で第三子以降園児の確認書類の収集 

     

 

 

③交 付 申 請（２月上旬） 幼稚園等→県 

 

 

④交 付 決 定（３月上旬） 県→幼稚園等 ⇒ 軽減決定（３月上旬） 幼稚園等→保護者 

 

 

⑤請求書等受付 （３月上旬） 幼稚園等→県 

 

 

⑥補助金概算払 （３月下旬） 県→幼稚園等 

 

 

⑦軽 減 実 施（～３月） 幼稚園等→保護者 ・軽減実施要領により実施すること 

  ・還付による場合は、補助金受け入れ後速やかに 
    実施すること 

 

⑧実績報告書提出通知（３月上旬） 県→幼稚園等 

 

 

⑨実 績 報 告（３月下旬） 幼稚園等→県 ・軽減証書を対象者全員から徴すること 

  ・実施細則に注意すること 
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別紙１

対象者あり

①満３歳第三子無料
化で申請手続きを行っ
てください。

対象者なし

申請する必要はありません。

幼稚園授業料等軽減補助金の対象幼児の判定方法について

満３歳児第三子(※)の園児が在籍している。
（※満18歳未満の子が3人以上いる世帯で3人目
以降の園児）

当該園児及び保護者が愛知県内に居住している。
（住民票が愛知県である。）

市町村の子育てのための施設等利用給付の対象者である
（ただし、保育料及び入園料相当分が対象）
（預かり保育の利用料については、対象外）

対象者の世帯全員の市町村民税所得割額の合計が
211,200円以下（名古屋市の場合は285,300円以下）である
（対象者の保護者から課税証明書または非課税証明書を徴
すること）

は
い

い
い
え

は
い

い
い
え

は
い

い
い
え

は
い

い
い
え
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令和５年度 幼稚園授業料等軽減実施要領 

 

（        園） 

 

１ 趣   旨  本園においては、愛知県から授業料軽減の補助金を受け、この要領により授業

料の一部を軽減します。 

 

２ 軽減該当者  軽減該当者は、幼児の授業料を負担された方（通常の場合は保護者）で次の各

号のいずれにも該当する方です。 

         当該幼児及びその保護者が愛知県内に居住し、 

①  満１８歳未満の子が３人以上いる世帯の３人目以降の幼児のうち、当年度

中に満３歳となった幼児であること。 

②  子育てのための施設等利用給付（ただし、授業料及び入園料相当額のみ）

の対象者で世帯全員の市町村民税所得割額の合計が211,200円以下(名古屋

市の場合は285,300円以下)であること。 

 

３ 軽減する額  本園では、原則として次のとおり授業料の軽減を実施します。 

  と 時 期   

区 分 軽減する額 軽減の時期及び方法 備 考 

満３歳 

第三子 

無料化 

授業料等 
相当額 

   月   日に、

直接、保護者の方に

現金を手渡しで還付

いたします。 

 

 

４ 軽減の決定  軽減の可否を決定し、その結果をお知らせします。 

 

５ 軽減証書の  軽減を受け終わったときは、授業料負担者が軽減証書を   年   月   日ま 

提 出 義 務 でに直接持参してください（用紙は、本園からお渡しします。）。 

 

６ 軽減の取消  軽減の決定を受けてから、軽減を受ける要件を欠く事情が生じたときは、軽減 

        額の全部又は一部を取り消すことがあります。その場合、既に軽減した授業料は、 

        本園へ納入していただきます。 

 

７ 秘密の保持  本園は、この事業に関して知り得た事実を他に漏らしたりするようなことはい

        たしません。 

 

８ そ の 他  詳細は、本園へお問い合わせください。 

 

参考様式 
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整理番号  

 

令和   年   月   日 

 

 授業料負担者 
  氏  名 
 

設置者名 
 

代表者職氏名                  
 
 

令和５年度愛知県私立幼稚園 

授 業 料 等 軽 減 決 定 通 知 書 
 

愛知県から授業料等軽減補助金を受け、下記のとおり、授業料等の一部を軽減します。 
 

記 
 

幼稚園等名・園児名 

 

                      

 

満 ３ 歳      組 氏名 

 

授業料等軽減額 

 

満３歳第三子          円 

 

軽 減 の 時 期 

 

令和  年  月に実施 
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整理番号  

 

 

令和５年度愛知県私立幼稚園 

授 業 料 等 軽 減 証 書 
 
 

幼稚園等名・園児名 

 

                      

 

満 ３ 歳      組 氏名 

 

（生年月日     年  月  日生） 

授業料等軽減額 

 

満３歳第三子          円 

 

 

 

上記のとおり愛知県から授業料等軽減補助金による軽減を受けました。 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

授業料負担者 

住  所 

 

氏  名                   
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